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   令 和 ５ 年 ５ 月 1 1 日 提 出  

案 件 担 当  

部 課 等  
市 長 室  

案 件 名 称  
三 浦 市 企 業 等 立 地 促 進 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 の 基 本 方 針 に つ い て  

部 門 経 営  
会 議 で  
審 議 し た 日  

 ―  

資 料 の 有 無  ■ 有       □ 無  

審 議 依 頼 事 項  

三 浦 市 企 業 等 立 地 促 進 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 基 本 方

針 を 別 紙 の と お り 決 定 す る こ と に つ い て  

現 状 と 課 題  

本 市 で は 、 平 成 1 7 年 ９ 月 2 7 日 か ら 三 浦 市 企 業 等 立 地 促

進 条 例 を 施 行 し 、「 三 崎 漁 港 （ 二 町 谷 地 区 ） 水 産 物 流 通 加 工

業 務 団 地 」 及 び 「 旧 三 崎 中 学 校 跡 地 等 城 山 地 区 事 業 用 地 」 の

２ 地 域 を 支 援 対 象 と し て 定 め 、「 固 定 資 産 税 及 び 都 市 計 画 税

を 立 地 後 ５ 年 間 課 税 免 除 」 と す る 税 制 優 遇 と 、「 市 内 在 住 者

を 正 社 員 と し て 新 規 雇 用 し た 事 業 者 に 対 す る 雇 用 者 一 人 に つ

き 1 4 万 円 の 奨 励 金 支 給 」 と す る 雇 用 奨 励 金 に よ り 、 企 業 誘

致 に 取 り 組 ん で い る 。  

現 在 、 三 崎 高 等 学 校 跡 地 で は 、 そ の 利 活 用 に 向 け た 取 組 と

し て 、 三 浦 市 市 民 交 流 拠 点 整 備 事 業 と し て 事 業 者 募 集 に 取 り

組 ん で い る と こ ろ で あ り 、 官 民 連 携 の 活 用 に よ る 様 々 な 人 々

の 交 流 活 性 化 に つ な が る 、 市 の 中 心 部 に ふ さ わ し い 市 民 交 流

拠 点 の 形 成 を 目 指 し て い る 。  

ま た 、 三 崎 地 区 で は 「 三 崎 漁 港 グ ラ ン ド デ ザ イ ン 」 に 基 づ

き 、 三 崎 漁 港 の 魅 力 を 高 め 関 係 人 口 を 増 加 さ せ る た め 、 官 民

連 携 に よ る 地 域 の 活 性 化 を 目 指 し て い る 。  



案 件 担 当 部 課 等 の 見 解  

 三 浦 市 市 民 交 流 拠 点 整 備 事 業 で は 、 事 業 者 募 集 の 結 果 、 令

和 ５ 年 ３ 月 1 3 日 の 期 限 ま で に 複 数 の 事 業 者 か ら 参 加 表 明 書

の 提 出 を 受 け 付 け た 。 今 後 、 参 加 表 明 し た 事 業 者 の 中 か ら プ

ロ ポ ー ザ ル 審 査 な ど を 経 て 事 業 者 を 決 定 し て い く 。 今 回 の 事

業 者 募 集 は ２ 回 目 の 募 集 で あ り 、 民 間 施 設 誘 致 の 困 難 さ が ２

回 目 の 事 業 者 募 集 と な っ た 原 因 の ひ と つ で あ る 。 そ こ で 税 制

優 遇 策 に よ り 民 間 施 設 の 確 実 な 立 地 に つ な げ る た め 、 三 浦 市

市 民 交 流 拠 点 整 備 事 業 用 地 を 指 定 地 域 に 追 加 し 、 立 地 支 援 策

を 講 じ る 必 要 が あ る と 考 え る 。  

 ま た 、 三 崎 地 区 で は 、「 三 崎 漁 港 グ ラ ン ド デ ザ イ ン 」 に 基

づ き 三 崎 地 区 全 体 の 総 合 的 な 振 興 が 図 ら れ る よ う 努 め る 中 、

廃 業 し た サ ン ポ ー ト 三 崎 の 跡 地 利 活 用 や 、 老 朽 化 し た う ら り

の リ ニ ュ ー ア ル 、 水 産 機 能 集 積 に 伴 い 生 じ る 空 き 地 の 有 効 活

用 等 の 検 討 が 必 要 と な っ て い る 。 こ う し た 新 た な プ ロ ジ ェ ク

ト の 取 組 を 三 崎 漁 港 グ ラ ン ド デ ザ イ ン に 位 置 づ け 具 現 化 し て

い く た め に は 、 公 民 連 携 が 不 可 欠 で あ り 、 そ の 実 現 に は 事 業

化 に 向 け た イ ン セ ン テ ィ ブ が 必 要 で あ る こ と か ら 、 三 崎 漁 港

（ 本 港 地 区 及 び 新 港 地 区 ） を 指 定 地 域 に 追 加 し 、 立 地 支 援 策

を 講 じ る 必 要 が あ る と 考 え る 。  

 以 上 の こ と か ら 、 別 紙 基 本 方 針 の と お り 三 浦 市 企 業 等 立 地

促 進 条 例 の 一 部 を 改 正 し た い 。  

審 議 決 定 後 は 、 令 和 ５ 年 第 ２ 回 三 浦 市 議 会 定 例 会 に 議 案 と

し て 提 出 す る こ と と し た い 。  

総 合 計 画 及 び 予 算 と の 関 係  

 大 網 ２  も て な し の 心 を も つ 都 市 を め ざ し て ~交 流 を 育 む  

 目 標 ２  企 業 ・ 起 業 家 へ の も て な し 環 境 づ く り  

 施 策 １  企 業 が 立 地 ・ 定 着 ・ 発 展 す る ま ち づ く り  

備 考  

 説 明 員  小 林 市 長 室 統 括 課 長 、 鈴 木 市 長 室 主 査  

 


